
（第三種郵便物認可）

　
昨
年
3
月
　
日
、
戦
後

11

最
大
規
模
の
被
害
を
も

た
ら
し
た
東
日
本
大
震

災
、
い
ま
だ
先
の
見
え
な

い
福
島
原
発
事

故
か
ら
1
年
半

が
経
過
し
た
今

で
も
、
政
府
の
対

応
は
あ
ま
り
に

遅
く
不
十
分
で

す
。
　
遅
々
と
し
て

復
興
の
兆
し
が
見
え
て

こ
な
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
　
今
回
の
大
震
災
は
、
医

療
・
社
会
保
障
の
崩
壊
、

雇
用
と
賃
金
の
破
壊
な

ど
、
地
域
社
会
崩
壊
の
過

程
で
生
じ
た
こ
と
が
深

刻
さ
を
増
加
さ
せ
て
い

ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
民
主
、
自

民
、
公
明
の
3
党
は
、
消

費
税
増
税
と
社
会
保
障

解
体
へ
の
道
を
開
く
「
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進

法
」
な
ど
の
「
社
会
保
障
・

税
一
体
改
革
」
関
連
法
を

国
民
の
反
対
を
押
し

切
っ
て
強
行
に
可
決
、
成

立
さ
せ
ま
し
た
。

　
長
引
く
不
況
の
下
、
疲

弊
す
る
国
民
に
消
費
税

増
税
の
負
担
を
押
し
つ

け
、
社
会
保
障
の
理
念
を

根
元
か
ら
覆
す
も
の
で
、

到
底
、
許
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
保
険
医
協
会
・
医
会
、

保
団
連
は
、保
険
医
の
生
活

と
権
利
を
守
り
、国
民
医
療

の
向
上
を
目
指
す
立
場
で
、

医
療
関
係
団
体
、
患
者
・
国

民
の
み
な
さ
ん
と
協
力
・
共

同
し
た
運
動
を
す
す
め
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
日
常
診
療
に
役

立
つ
研
究
会
の
開
催
、
好

評
の
新
点
数
関
連
テ
キ

ス
ト
の
発
行
や
保
険
請

求
事
務
へ
の
問
い
合
わ

せ
対
応
、
年
金
や
グ
ル
ー

プ
保
険
な
ど
の
共
済
制

度
、
経
営
・
税
務
や
労
務

管
理
に
関
す
る
相
談
、
さ

ら
に
不
当
な
審
査
、
指

導
、
監
査
を
許
さ
な
い
取

り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

　
休
業
保
障
制
度
も
来

年
3
月
の
募
集
再
開
に

向
け
準
備
中
で
す
。

　
誰
も
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
、
医
療
人

が
十
分
な
医
療
を
提
供

で
き
る
社
会
を
共
に
築

く
た
め
に
、
今
こ
そ
力
を

合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。
先
生

の
ご
入
会
を
心
か
ら
呼

び
掛
け
ま
す
。

衛

疫

鋭

益
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保
険
医
協
会
・
医
会
へ
の
入
会
を

呼
び
掛
け
ま
す

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
会
長
　
住
江
憲
勇

（ ）2

休
保
共
済
会
を
設
立

休
業
保
障
制
度
の
運
営
主
体
に

　
9
月
9
日
の
保
団
連
臨
時

大
会
終
了
後
、
休
業
保
障
制

に
第
1
回
社
員
総
会
を
開
催

す
る
予
定
で
あ
る
。

　
同
総
会
を
受
け
て
開
か
れ

た
理
事
会
で
は
、
代
表
理
事

の
選
任
、
金
融
庁
へ
の
認
可

申
請
書
類
の
確
認
な
ど
を

行
っ
た
。

　
設
立
時
社
員
お
よ
び
選
任

さ
れ
た
役
員
は
次
の
通
り
。

【
設
立
時
社
員
】
全
国
保
険

医
団
体
連
合
会
、
東
京
保
険

医
協
会
、
東
京
歯
科
保
険
医

協
会
、愛
知
県
保
険
医
協
会
、

大
阪
府
保
険
医
協
会
、
大
阪

府
歯
科
保
険
医
協
会

【
役
員
】
代
表
理
事
　
住
江

憲
勇
／
理
事
　
馬
場
淳
、
森

明
彦
、
岡
本
正
史
、
高
本
英

司
、
下
出
道
弘
、
中
重
治
／

監
事
　
藤
本
齊

患
者
負
担
の
軽
減
を

高
額
療
養
費
制
度
を
考
え
る

　
現
在
、
医
療
保
険
制
度
で

は
、
高
額
療
養
費
制
度
に
よ

り
、
が
ん
・
白
血
病
な
ど
の

大
き
な
病
気
や
入
院
で
高
額

な
治
療
費
が
か
か
っ
た
場

合
、一
定
の
負
担
限
度
額（
月

単
位
）
を
超
え
る
と
超
過
分

が
支
給
さ
れ
る
（
図
）。

　
自
己
負
担
の
上
限
を
設
定

し
、
定
率
に
よ
る
患
者
負
担

に
歯
止
め
を
か
け
て
、
高
額

な
医
療
費
に
よ
る
家
計
の
破

綻
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

家
計
へ
の
負
担
増

加
続
く

　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
上

限
額
が
高
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
治
療
が
長
期
に
及
ぶ
患

者
・
家
族
が
医
療
費
負
担
に

苦
し
む
実
態
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
慢
性
骨
髄
性
白

血
病
の
特
効
薬
グ
リ
ベ
ッ
ク

は
、
1
日
4
錠
服
用
で
1
カ

月
の
治
療
薬
剤
費
は
約
　
万
33

円
、
年
間
で
約
4
0
0
万
円

の
医
療
費
に
な
る
。高
額
療

養
費
制
度
に
よ
っ
て
も
、年

収
2
0
0
万
～
8
0
0
万
円

の
患
者（
　
歳
未
満
）の
自
己

70

負
担
は
、年
間
　
万
円（
2
年

64

目
よ
り
約
　
万
円
）に
な
り
、

53

家
計
に
重
く
の
し
か
か
る
。

　
こ
こ
　
年
で
、
自
己
負
担

10

の
上
限
額
は
一
般
所
得
層
で

1
・
7
万
円
、
上
位
所
得
層

で
3
万
円
引
き
上
げ
ら
れ

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法

皆
保
険
は
空
洞
化
 医
療
に
も
格
差

れ
ま
で
も
給
付
の
拡
充
と
い

う
よ
り
も
給
付
の
縮
小
の
意

味
で
使
わ
れ
て
き
た
。
法
律

に
明
記
し
た
こ
と
は
制
度
見

直
し
に
よ
る
保
険
給
付
の
縮

小
ま
で
踏
み
込
む
方
向
を
示

す
も
の
だ
。

　
こ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
こ

と
の
あ
る
▽
一
定
額
以
下
の

医
療
費
は
保
険
か
ら
給
付
し

え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
保
険
料
に
つ
い
て

は
▽
国
と
地
方
の
公
費
負
担

は
、
保
険
料
の
「
負
担
の
適

正
化
に
充
て
る
」（
第
2
条
3

項
）
だ
け
に
限
定
化
す
る
方

向
で
、
給
付
の
拡
充
と
い
う

選
択
肢
を
あ
ら
か
じ
め
排
除

す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

▽
「
公
平
の
確
保
」
の
名
目

で
、
国
民
か
ら
の
保
険
料
徴

収
を
、
保
険
料
水
準
の
高
い

と
こ
ろ
に
合
わ
せ
る
平
準
化

を
示
唆
し
て
い
る
。

　
財
源
に
つ
い
て
は
「
公
費

負
担
の
費
用
は
、
消
費
税
収

（
国
・
地
方
）
を
主
要
な
財

源
と
す
る
」（
第
2
条
4
項
）

と
し
て
い
る
。
所
得
税
や
法

人
税
か
ら
、
消
費
税
に
置
き

換
え
て
い
く
な
ら
ば
、
事
実

上
、
社
会
保
障
給
付
を
消
費

税
収
の
範
囲
内
に
抑
え
る
こ

と
に
な
る
。

医
療
を
営
利
産
業

化
　
今
後
、　
人
の
委
員
で
構

20

成
さ
れ
る
社
会
保
障
制
度
国

民
会
議
で
、
保
険
給
付
の
対

象
と
な
る
療
養
の
範
囲
が
議

論
さ
れ
る
。

　
保
険
給
付
の
縮
小
と
い
う

方
向
で
具
体
化
さ
れ
る
な
ら

ば
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
特

徴
で
あ
る
▽
全
国
民
が
加
入

対
象
・
給
付
対
象
▽
全
国
一

律
の
保
険
給
付
▽
フ
リ
ー
ア

ク
セ
ス
▽
医
療
の
現
物
給
付

―
な
ど
公
平
、
平
等
な
給
付

を
保
障
す
る
こ
と
か
ら
大
転

換
し
、
混
合
診
療
の
全
面
解

禁
に
向
か
う
こ
と
が
強
く
懸

念
さ
れ
る
。

　
医
療
が
営
利
産
業
化
し
、

患
者
の
財
力
に
よ
っ
て
受
け

ら
れ
る
医
療
に
格
差
が
生
じ

る
社
会
と
な
る
。
国
民
皆
保

険
制
度
の
空
洞
化
を
招
く
危

険
性
が
あ
る
。

た
。
他
方
、
1
9
9
7
年
以

来
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
の

年
収
は
1
0
0
万
円
以
上
減

少
し
、
年
収
3
0
0
万
円
以

下
の
者
（
民
間
）
は
4
割
を

超
え
て
い
る
。

　
長
期
治
療
に
伴
う
通
院
費
・

日
用
品
な
ど
関
連
支
出
も
重

な
る
中
、
患
者
・
家
族
の
治
療

費
負
担
は
増
し
て
い
る
。

　
東
大
医
科
学
研
究
所
が
慢

性
疾
患
患
者
ら
約
2
3
0
人

を
対
象
に
し
た
調
査
で
は
、

約
7
割
が
医
療
費
の
支
払
い

に
負
担
を
感
じ
て
お
り
、
高

額
療
養
費
を
利
用
す
る
患
者

の
9
割
が
、
上
限
額
（
約
8
・

3
万
円
、
ま
た
は
4
・
4
万

円
）
の
引
き
下
げ
を
求
め
て

い
る
（
2
0
0
9
年
）。

公
費
投
入
に
よ
る

制
度
見
直
し
を

　
こ
う
し
た
中
、
厚
生
労
働

省
は
、
現
行
の
制
度
で
は
一

般
所
得
者
区
分
の
年
収
幅
が

大
き
い
た
め
、
中
低
所
得
層

で
の
自
己
負
担
が
重
く
な
っ

て
い
る
と
し
て
、
見
直
し
案

を
示
し
た
（
社
会
保
障
審
議

会
2
0
1
0
年
　
月
　
日
）。

10

12

　
現
在
3
つ
の
所
得
区
分
に

つ
い
て
、
一
般
所
得
者
を
3

つ
に
細
分
化
し
て
全
体
を
5

区
分
と
し
た
上
で
、
各
区
分

で
の
負
担
限
度
額
を
引
き
下

げ
る
。

　
ま
た
、
毎
月
の
自
己
負
担

が
上
限
額
に
達
し
な
く
と

も
、
年
間
を
通
じ
て
負
担
が

大
き
く
膨
ら
む
場
合
な
ど
を

考
慮
し
て
、
年
単
位
の
上
限

額
も
設
け
る
な
ど
と
し
て
い

る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
厚
労

省
は
、
受
診
の
際
に
定
率
負

担
と
は
別
に
1
0
0
円
程
度

の
支
払
い
を
求
め
る
「
受
診

時
定
額
負
担
」
の
導
入
な
ど

と
引
き
換
え
に
制
度
を
見
直

す
姿
勢
を
示
し
て
き
た
た

め
、
全
体
の
合
意
が
得
ら
れ

ず
改
善
は
見
送
ら
れ
て
き

た
。
　
他
の
患
者
へ
の
負
担
転
嫁

で
は
な
く
、
ま
ず
公
費
を
投

入
し
て
制
度
改
善
を
図
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
は
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連
法
案
と
し
て
、
8
月

に
可
決
成
立
し
た
。
し
か
し
そ
の
中
身
は
い
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
回
は

「
推
進
法
」
の
医
療
分
野
に
お
け
る
問
題
点
を
重
点
的
に
解
説
す
る
。

「
範
囲
の
適
正
化
」

は
給
付
の
縮
小

　
法
律
に
は
国
民
皆
保
険
制

度
を
堅
持
す
る
と
い
う
文
言

は
使
わ
れ
ず
、
原
則
加
入
と

い
う
、
例
外
を
作
る
こ
と
を

認
め
る
か
の
よ
う
な
条
文
が

入
っ
た
。

　「
範
囲
の
適
正
化
」
は
、
こ

図　高額療養費制度（70歳未満の場合）

自己負担限度額（月額自己負担限度額（月額））
所得区所得区分分

多数該多数該当当当初3カ当初3カ月月

8万3400円15万円＋（医療費－
50万円）×1%

上位所得者
（年収約800
万円以上）

4万4400円8万100円＋（医療費－
26万7000円）×1%

一般所得者
（年収約200万
～800万円）

2万4600円3万5400円
低所得者

（年収約200
万円以下）

※所得区分の年収基準は目安、加入する保険で多少異なる。
※多数該当は、1年間に同一世帯で4回以上該当する場合で、4回目以降。
※70歳以上の場合は、所得区分・限度額などは別途。

シリーズ渦
医科

度
の
運
営
主
体
と
な
る
「
一

般
社
団
法
人
全
国
保
険
医
休

業
保
障
共
済
会
（
略
称
・
休

保
共
済
会
）」の
設
立
社
員
総

会
が
開
か
れ
た
。

　
休
保
共
済
会
の
定
款
な
ど

臨
時
大
会
で
承
認
さ
れ
た
事

項
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、

設
立
時
役
員
の
選
任
、
予
算

の
決
定
な
ど
を
行
い
、
速
や

か
に
法
務
局
に
登
記
手
続
き

を
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
登
記
後
、
協
会
・
医
会
か

ら
社
員
と
な
る
申
し
込
み
を

随
時
受
け
付
け
、
来
年
1
月

設
立
社
員
総
会
の
よ
う
す

な
い
保
険
免
責
制
▽
1
～
3

割
の
定
率
負
担
に
一
定
額
を

上
乗
せ
す
る
受
診
時
定
額
負

担
▽
市
販
薬
と
類
似
し
て
い

る
医
薬
品
を
保
険
給
付
の
対

象
か
ら
外
す
―
な
ど
が
復
活

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
最
新
の
医
療
技

術
や
医
薬
品
等
の
先
進
医
療

の
範
囲
を
拡
大
し
、
そ
れ
以

外
の
基
礎
部
分
の
医
療
は
給

付
を
縮
小
す
る
と
い
う
こ
と

や
、
薬
剤
の
差
額
負
担
を
強

い
る
参
照
価
格
制
（
医
薬
品

の
保
険
給
付
に
上
限
を
設

け
、
上
回
る
分
は
患
者
負
担

と
す
る
）
の
導
入
な
ど
も
考

第6条
「医療保険制度に原
則としてすべての国
民が加入する仕組み
を維持する」
第6条2項
「財政基盤の安定
化、保険料に係る国
民の負担に関する公
平の確保、保険給付
の対象となる療養の
範囲の適正化等を図
る」

解解
策策政政
説説




